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 今回の資料に使用した「介護報酬の算定構造（案）」は、現段階で国が示

した改正（案）です。 

 今回の報酬改定等に関するご質問は、ホームページ掲載の質問票にて 

受付けます。(電子メール及びＦＡＸでのみ受け付けます。) 

以上、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 



① １ (５ )④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

② １ (６ )①高齢者虐待防止の推進★

③ １ (６ )②身体的拘束等の適正化の推進★

④ １ (８ )①一部の福祉用具に係る貸与と 販売の選択制の導入★

⑤ １ (８ )②モニタリ ング実施時期の明確化★

⑥ １ (８ )③モニタリ ング結果の記録及び介護支援専門員への交付

⑦ １ (８ )④福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会を踏まえた対応★

⑧ ３ (２ )①テレワークの取扱い★

⑨ ５ ②特別地域加算、 中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者への

サービス提供加算の対象地域の明確化★

⑩ ５ ③特別地域加算の対象地域の見直し

５ ． (１ )福祉用具貸与

改定事項
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１ .（ ５ ） ④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても 、 必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、 業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から 、 感染症若し く は災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、 基本報酬を減算する。 【 告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 業務継続計画未実施減算

施設・ 居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（ 新設）
その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（ 新設）

算定要件等

○ 以下の基準に適合していない場合（ 新設）
・ 感染症や非常災害の発生時において、 利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、 及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（ 業務継続計画） を策定するこ と
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるこ と

※ 令和７ 年３ 月31日までの間、 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ
ている場合には、 減算を適用しない。 訪問系サービス、 福祉用具貸与、 居宅介護支援については、 令和７ 年３ 月31日までの間、
減算を適用しない。

○ １ 年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定さ れるよ う 、 事業所間の連携によ り 計画策定を行って差し
支えない旨を周知するこ と も含め、 小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り 組むほか、 介護サービス情報公表
システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、 事業所への働きかけを強化する。 また、
県別の計画策定状況を公表し、 指定権者による取組を促すと と も に、 業務継続計画を策定済みの施設・ 事業所につ
いても 、 地域の特性に合わせた実効的な内容と なるよ う 、 指定権者による継続的な指導を求める。

【 全サービス（ 居宅療養管理指導★、 特定福祉用具販売★を除く ） 】

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、 ５ 単位/日減算であったが、
各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なるこ と を踏まえ、 定率で設定。 なお、 その他サービスは、 所
定単位数から平均して７ 単位程度/（ 日・ 回） の減算と なる。

482



概要

○ 利用者の人権の擁護、 虐待の防止等をより 推進する観点から 、 全ての介護サービス事業者（ 居宅療養管理指導及
び特定福祉用具販売を除く 。 ） について、 虐待の発生又はその再発を防止するための措置（ 虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、 指針の整備、 研修の実施、 担当者を定めるこ と ） が講じら れていない場合に、
基本報酬を減算する。 その際、 福祉用具貸与については、 そのサービス提供の態様が他サービスと 異なるこ と 等を
踏まえ、 ３ 年間の経過措置期間を設けるこ と と する。 【 告示改正】

〇 施設におけるスト レス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、 周知を図るほか、 国の補助により 都
道府県が実施している事業において、 ハラスメ ント 等のスト レス対策に関する研修を実施できるこ と や、 同事業に
よる相談窓口について、 高齢者本人と その家族だけでなく 介護職員等も利用できるこ と を明確化するなど、 高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を図る。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（ 新設）

【 全サービス（ 居宅療養管理指導★、 特定福祉用具販売★を除く ） 】

１ .（ ６ ） ① 高齢者虐待防止の推進①

算定要件等

○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じら れていない場合（ 新設）
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（ テレビ電話装置等の活用可能） を定期的に開催すると と も に、 そ

の結果について、 従業者に周知徹底を図るこ と 。
・ 虐待の防止のための指針を整備するこ と 。
・ 従業者に対し 、 虐待の防止のための研修を定期的に実施するこ と 。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く こ と 。

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、 ５ 単位/日減算であったが、 各サービス毎
に基本サービス費や算定方式が異なるこ と を踏まえ、 定率で設定。 なお、 所定単位数から平均して７ 単位程度/（ 日・ 回） の
減算と なる。
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１ .（ ６ ） ① 高齢者虐待防止の推進②

算定要件等

○ 全ての施設・ 事業所で虐待防止措置が適切に行われるよ う 、 令和６ 年度中に小規模事業所等における取組事例を
周知するほか、 介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。 また、
指定権者に対して、 集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し 、 未実施又は集団指導等に不参加の
事業者に対する集中的な指導を行う など、 高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めると と も に、 都道府県別の体
制整備の状況を周知し 、 更なる取組を促す。
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概要

○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から 、 以下の見直しを行う 。

ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、 身体的拘束等の適正化のための措置（ 委員会の開催等、
指針の整備、 研修の定期的な実施） を義務付ける。 【 省令改正】 また、 身体的拘束等の適正化のための措置が講
じら れていない場合は、 基本報酬を減算する。 その際、 １ 年間の経過措置期間を設けるこ と と する。 【 告示改正】

イ 訪問系サービス、 通所系サービス、 福祉用具貸与、 特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、 利用者又は
他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等を行ってはなら ないこ と
と し 、 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録するこ と を義務付ける。 【 省令改正】

【 ア： 短期入所系サービス★、 多機能系サービス★、 イ ： 訪問系サービス★、 通所系サービス★、 福祉用具貸与★、
特定福祉用具販売★、 居宅介護支援★】

１ ． （ ６ ） ② 身体的拘束等の適正化の推進①

基準

○ 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければなら ない旨を規定する。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ 月に１ 回以上開催すると と もに、 その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を図るこ と 。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備するこ と 。
・ 介護職員その他の従業者に対し 、 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ と 。

○ 訪問系サービス、 通所系サービス、 福祉用具貸与、 特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定
する。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等を行って

はなら ないこ と 。
・ 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこ と 。
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１ .（ ６ ） ② 身体的拘束等の適正化の推進②

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（ 新設）

単位数

算定要件等

○ 身体的拘束等の適正化を図るため、 以下の措置が講じられていない場合
・ 身体的拘束等を行う 場合には、 その態様及び時間、 その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録するこ と
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３ 月に１ 回以上開催すると と もに、 その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を図るこ と
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備するこ と
・ 介護職員その他の従業者に対し 、 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ と

〇 全ての施設・ 事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよ う 、 令和６ 年度中に小規模事業所等における取組事例
を周知するほか、 介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追
加する。 また、 指定権者に対して、 集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し 、 未実施又
は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行う など、 身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求
める。

【 短期入所系サービス★、 多機能系サービス★】

※ 平成18年度に施設・ 居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、 ５ 単位/日減算であったが、 各サービ
ス毎に基本サービス費や算定方式が異なること を踏まえ、 定率で設定。 なお、 短期入所系・ 多機能系サービスは所定単位
数から平均して９ 単位程度/日の減算と なる。
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１ .（ ８ ） ① 一部の福祉用具に係る貸与と 販売の選択制の導入

概要

○ 利用者の過度な負担を軽減しつつ、 制度の持続可能性の確保を図ると と もに、 福祉用具の適時・ 適切な利用、 利用
者の安全を確保する観点から、 一部の福祉用具について貸与と 販売の選択制を導入する。 具体的には、 要介護度に関
係なく 給付が可能な福祉用具のう ち、 比較的廉価で、 購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高
い、 固定用スロープ、 歩行器（ 歩行車を除く ） 、 単点杖（ 松葉づえを除く ） 及び多点杖を対象と する。 【 告示改正】

○ 福祉用具の適時・ 適切な利用、 利用者の安全を確保する観点から 、 貸与と 販売の選択制の導入に伴い、 以下の対
応を行う 。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、 福祉用具専門相談員又は介護支援専門員（ ※） が、 福祉用具貸与又
は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できるこ と について、 利用者等に対し、 メ リ ッ ト 及びデメ リ ッ ト
を含め十分説明を行う こ と と すると と もに、 利用者の選択に当たって必要な情報を提供するこ と 及び医師や専門

職の意見、 利用者の身体状況等を踏まえ、 提案を行う こ と と する。 【省令改正、 通知改正】
※ 介護支援専門員については、 居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正。

イ 福祉用具貸与について、 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、 福祉用具専門相談員が、 利用開始後６ 月
以内に少なく と も １ 回モニタ リ ングを行い、 貸与継続の必要性について検討を行う こ と と する。 【 省令改正】

ウ 特定福祉用具販売について、 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、 福祉用具専門相談員が、 特定福祉用
具販売計画の作成後、 当該計画における目標の達成状況を確認するこ と と する。 また、 利用者等から の要請等に
応じて、 販売した福祉用具の使用状況を確認するよ う 努めると と も に、 必要な場合は、 使用方法の指導、 修理等
（ メ ンテナンス） を行う よ う 努めるこ と と する。 【 省令改正】

【 福祉用具貸与★、 特定福祉用具販売★、 居宅介護支援★】

＜貸与後＞ 
・ 利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継
続の必要性を検討

＜販売後＞ 
・ 特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認
・ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要
な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める

・ 商品不具合時の連絡先を情報提供

〇 選択制の対象福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員又は
介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を行う。

・ 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
・ 利用者の選択に当たって必要な情報の提供
・ 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案

【貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセス】 【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等】
※ 福祉用具専門相談員が実施
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１ .（ ８ ） ② モニタリ ング実施時期の明確化

概要

○ 福祉用具貸与のモニタ リ ングを適切に実施し、 サービスの質の向上を図る観点から 、 福祉用具貸与計画の記載事
項にモニタ リ ングの実施時期を追加する。 【 省令改正】

基準

【 福祉用具貸与★】

＜現行＞
福祉用具専門相談員は、 利用者の希望、 心身の状

況及びその置かれている環境を踏まえ、 指定福祉用
具貸与の目標、 当該目標を達成するための具体的な
サービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作
成しなければならない。

＜改定後＞
福祉用具専門相談員は、 利用者の希望、 心身の状

況及びその置かれている環境を踏まえ、 指定福祉用
具貸与の目標、 当該目標を達成するための具体的な
サービスの内容、 福祉用具貸与計画の実施状況の把
握（ モニタ リ ング） を行う 時期等を記載した福祉用
具貸与計画を作成しなければなら ない。
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１ .（ ８ ） ③ モニタリ ング結果の記録及び介護支援専門員への交付

概要

○ 福祉用具の適時・ 適切な利用、 利用者の安全を確保する観点から 、 福祉用具専門相談員が、 モニタ リ ングの結果
を記録し 、 その記録を介護支援専門員に交付するこ と を義務付ける。 【 省令改正】

基準

【 福祉用具貸与】

＜現行＞
福祉用具専門相談員は、 福祉用具貸与計画の作

成後、 当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を
行い、 必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更
を行う も のと する。

＜改定後＞
福祉用具専門相談員は、 福祉用具貸与計画の作成後、

当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（ モニタ リ ン
グ） を行う も のと する。

福祉用具専門相談員は、 モニタ リ ングの結果を記録し 、
当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作
成し た指定居宅介護支援事業者に報告し なければなら な
い。

福祉用具専門相談員は、 モニタ リ ングの結果を踏まえ、
必要に応じ て当該福祉用具貸与計画の変更を行う も のと
する。

※ 介護予防福祉用具貸与に同趣旨の規定あり
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１ .（ ８ ） ④ 福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会を踏まえた対応

概要

○ 介護保険制度における福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会において取り まと められた対応の方向性を踏まえ、
福祉用具の安全利用の促進、 サービスの質の向上及び給付の適正化の観点から、 福祉用具に係る事故情報のインター
ネッ ト 公表、 福祉用具専門相談員指定講習カリ キュラムの見直し、 介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見
直しや自治体向けの点検マニュアルの作成等の対応を行う 。

【 福祉用具貸与★、 特定福祉用具販売★】

算定要件等

○ 介護保険制度における福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会において、 福祉用具の適時・ 適切な利用、 利用者
の安全性の確保、 保険給付の適正化等の観点から 、 福祉用具の貸与・ 販売種目のあり 方や福祉用具貸与・ 販売に関
する諸課題について検討を行い、 対応の方向性が取り まと められた。 こ れを踏まえ、 必要な対応を行う 。

＜介護保険制度における福祉用具貸与・ 販売種目のあり 方検討会取り まと め（ 概要） ＞
○ 安全な利用の促進

・ 福祉用具貸与事業所向けの「 事故報告様式」 及び「 利用安全の手引き 」 の活用促進
・ 福祉用具の事故及びヒ ヤリ ・ ハッ ト 情報に関するインターネッ ト 上での公表 等

○ サービスの質の向上
・ 福祉用具専門相談員指定講習カリ キュラ ムの見直し
・ 現に従事している福祉用具専門相談員に対する研修機会及びPDCAの適切な実践に関する周知徹底 等

○ 給付の適正化
・ 「 介護保険における福祉用具の選定の判断基準」 の見直し （ 新たな福祉用具の追加、 医療職を含む多職種や自治体

職員等の幅広い関係者で共有できる内容と する観点から の見直し ）
・ 自治体職員等によるチェッ ク 体制の充実・ 強化を図るための自治体向け点検マニュアルの作成 等
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３ .（ ２ ） ① テレワーク の取扱い

概要

○ 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワーク に関して、 個人情報を適切に管理
しているこ と 、 利用者の処遇に支障が生じないこ と 等を前提に、 取扱いの明確化を行い、 職種や業務ごと に具体的
な考え方を示す。 【 通知改正】

【 全サービス（ 居宅療養管理指導★を除く 。 ） 】
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５ ． ② 特別地域加算、 中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する
者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

概要

○ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、 「 過疎地域」 と みなして同法の規定を適用するこ と
と さ れている地域等が、 特別地域加算、 中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービ
ス提供加算の算定対象地域に含まれるこ と を明確化する。 【 告示改正】

基準

【 訪問系サービス★、 通所系サービス★、 多機能系サービス★、 福祉用具貸与★、 居宅介護支援】

○ 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（ 平成21年厚生労働省告示第83号） 及び厚生労働大臣が定める地域（ 平成24年厚生労働省告示第120号） の
規定を以下のよう に改正する。

算定要件 単位数

特別地域加算 別に厚生労働大臣が定める地域（ ※１ ） に所
在する事業所が、 サービス提供を行った場合

所定単位数に
15/100
を乗じた単位数

中山間地域等における
小規模事業所加算

別に厚生労働大臣が定める地域（ ※２ ） に所
在する事業所が、 サービス提供を行った場合

所定単位数に
10/100
を乗じた単位数

中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算

別に厚生労働大臣が定める地域（ ※３ ） に居
住する利用者に対し、 通常の事業の実施地域
を越えて、 サービス提供を行った場合

所定単位数に
５ /100
を乗じた単位数

※１ ： ①離島振興対策実施地域、 ②奄美群島、
③振興山村、 ④小笠原諸島、 ⑤沖縄の離島、
⑥豪雪地帯、 特別豪雪地帯、 辺地、 過疎地
域等であって、 人口密度が希薄、 交通が不
便等の理由により サービスの確保が著しく
困難な地域

※２ ： ①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、 ②辺地、
③半島振興対策実施地域、 ④特定農山村、
⑤過疎地域

※３ ： ①離島振興対策実施地域、 ②奄美群島、
③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、 ④辺地、 ⑤
振興山村、 ⑥小笠原諸島、 ⑦半島振興対策
実施地域、 ⑧特定農山村地域、 ⑨過疎地
域、 ⑩沖縄の離島

＜現行＞
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条
第一項に規定する過疎地域

＜改定後＞
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条
第二項により 公示された過疎地域
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【 訪問系サービス★、 多機能系サービス★、 福祉用具貸与★、 居宅介護支援】

５ ． ③ 特別地域加算の対象地域の見直し

概要

○ 過疎地域その他の地域で、 人口密度が希薄、 交通が不便等の理由により サービスの確保が著し く 困難であると 認
めら れる地域であって、 特別地域加算の対象と して告示で定めるものについて、 前回の改正以降、 新たに加除する
必要が生じた地域において、 都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、 見直しを行う 。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対

し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対

し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

カ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対

し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからル

までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を

所定単位数に加算する。 

ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対

し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、イからト

までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を

所定単位数に加算する。 

11 福祉用具貸与費（１月につき） 

指定福祉用具貸与事業所（指定居宅サービス基準第194条第１

項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。）にお

いて、指定福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条に規定

する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現

に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事

業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数（１

単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）

とする。ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以上となっ

たことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉

11 福祉用具貸与費（１月につき） 

指定福祉用具貸与事業所（指定居宅サービス基準第194条第１

項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ。）にお

いて、指定福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条に規定

する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現

に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事

業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数（１

単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）

とする。ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以上となっ

たことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉
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用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。 用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。 
注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

３～７ （略） 注１～５ （略） 
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用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからチまでにより算定した単位数の1000分の15に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った

場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に

相当する単位数を所定単位数に加算する。 

９ 介護予防福祉用具貸与費（１月につき） 

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準

第266条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をい

う。以下同じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介

護予防サービス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸

与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定介護予防福祉

用具貸与に要した費用の額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業

所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数（１単

位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）と

する。ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以上となった

ことのある福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与については

、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満た

さない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、介護予防福祉

用具貸与費は算定しない。 

９ 介護予防福祉用具貸与費（１月につき） 

指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準

第266条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をい

う。以下同じ。）において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介

護予防サービス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸

与をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に指定介護予防福祉

用具貸与に要した費用の額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業

所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数（１単

位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）と

する。ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以上となった

ことのある福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与については

、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満た

さない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、介護予防福祉

用具貸与費は算定しない。 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

 

３～７ 注１～５ 
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